新　設　工　場　等　工　事　計　画　書

	事 業 所 名
	

	事業所の所在
	

	設備投資の概要
	新設建物の概要
	構　造
	
	延床面積
	　　　　　　㎡

	
	製造設備（試験研究設備）等の
概要
	

	製造品（試験研究）
の名称
	

	製造品（試験研究）の概要
	

	製造工程の概要
	


・建物を新設する場合は図面（配置図、平面図、立面図）を添付すること。
・事業計画書作成にあたり、この様式によりがたい場合は任意様式で作成すること。
・必要に応じて、適宜参考資料等を添付すること。

工事計画

	工期別
区　分
	第　１　期
	第　２　期
	第　３　期
	最  終（計）

	着　　　　　　　　工
	年　　月
	年 　月
	 　 　年 　月
	年 　月

	操　　業　　開　　始
	年　　月
	年　 月
	年 　月
	年 　月

	　投　資　額（百万円）
	（　　）
	（　　）
	（　　）
	（　　）

	　建　物　面　積（㎡）
	
	
	
	

	建　物　の　構　造
	
	
	
	

	従　業　員（人）
	  男
	
	
	
	

	
	  女
	
	
	
	

	生　　産　　品　　目
	
	
	
	

	生産額（百万円／年）
	
	
	
	

	生 産 量（　　／年）
	
	
	
	

	工業用水　（m3／日）
上　　水　（m3／日）
	
	
	
	

	契約電力　　（ｋｗ）
	
	
	
	

	備　　　　　　　　考
	
	
	
	



　注　１．投資額の欄には、括弧書き外数で用地費を記載すること。
　　　２．敷地の利用計画を明示した図面を添付すること。




投資内容が岡山県大型投資・拠点化促進補助金交付要綱第４条
を満たしていることの説明書

５　要綱第４条(1)～(5)のいずれかの要件を満たすこと
　　（以下のいずれかを○印で囲み、その内容を記載すること。）
(1)　県内に工場等に係る固定資産投資を行う企業であって、固定資産投資額が５０億円以上（既立地企業については固定資産投資額が５０億円以上、かつ既存の工場等事業を実施した箇所、ライン等における生産性が１０％以上向上すると認められるもの）であること（ただし、知事が特別に認める場合は、この限りではない。）。【投資型】
(2)　県内に初の先端的試験研究施設に係る固定資産投資を行う企業であって、固定資産投資額が１億円以上であること。【Ｒ＆Ｄ型】
　　 ※「先端的試験研究」とは、科学技術に関する最新の知見に基づいて、独自技術、新分野開拓等により、今後発展する可能性を有する新たな素材又は製品の開発、新たな仕組みの構築等を目指す試験研究をいう。
(3)　前項の補助金の交付の決定及び額の確定を受けた企業（本要綱の施行期日前に、前項の要件を満たす先端的試験研究施設に係る固定資産投資を行った企業を含む。）又は岡山県大規模工場等立地促進補助金交付要綱別表４に定める補助金の交付の決定及び額の確定を受けた企業が、当該補助金に係る先端的試験研究施設で行う事業に係る製造工場又は製造業類似事業所への固定資産投資を行う場合であって、当該先端的試験研究施設に係る固定資産投資額が５億円以上であること。【量産化型】
(4)　県内に既に立地している企業（以下「既立地企業」という。）が、県外の製造拠点、又は県外の製造拠点の主要な生産機能の一部を県内の事業所に移設し、集約する固定資産投資を行う場合であって、固定資産投資額が１０億円以上であること。【拠点集約型】
(5)  既立地企業が、既存の工場等へ固定資産投資を行う場合にあって、本県における産業集積を相当程度高める効果が認められるもの（本県における対象製品の生産比率が５０％以上）で、かつ生産性の高い設備の導入等により、ライン等の生産性が３０％以上向上するものとして認められるものであって、固定資産投資額が２０億円以上であること。
　　 【拠点拡充型】

＜内容＞




